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会  議  記  録 

会 議 名 称 杉並区子ども・子育て会議（令和６年度第３回） 

日    時 令和６年 12 月 20 日（金）19 時 00 分～20 時 58 分 

場    所 杉並区役所 中棟５階 第３・４委員会室 

出 
 

席 
 

者 

委員名 

大山会長、大村副会長、小川委員、佐藤委員、高田委員、宮内委員、 

大野委員、有馬委員、小俣委員、久保田委員、与謝野委員、狩野委員、

小林委員、四童子委員、中村委員 

事務局 

子ども家庭部長、子ども家庭部管理課長、子ども家庭部子ども政策担当

課長、子ども家庭部地域子育て支援課長、子ども家庭部児童相談所設置

準備課長（子ども家庭支援課長兼務）、子ども家庭部保育課長、子ども家

庭部保育施設担当課長、子ども家庭部児童青少年課長、子ども家庭部学

童クラブ整備担当課長、保健福祉部障害児支援課長（障害者施策課長兼

務）、杉並保健所保健サービス課長 

傍 聴 者 数  １ 名 

 配 

 

 付 

 

 資 

 

 料 

 

 等 

 

資料１   杉並区子ども・子育て会議委員名簿及び席次表 

資料２   杉並区子ども・子育て会議事務局名簿 

資料３－１ 杉並区総合計画 令和６年度（2024 年度）～令和 12 年度

（2030 年度）・杉並区実行計画（第２次） 令和６年度（2024

年度）～令和８年度（2026 年度） 修正案 

資料３－２ 杉並区総合計画（区政経営改革推進基本方針） 令和６年

度（2024 年度）～令和 12 年度（2030 年度）・杉並区区政経

営改革推進計画（第２次） 令和６年度（2024 年度）～令

和８年度（2026 年度） 修正案 

資料３－３ 杉並区デジタル化推進計画（第２次） 令和６年度（2024

年度）～令和８年度（2026 年度） 修正案 

資料３－４ 杉並区協働推進計画（第２次） 令和６年度（2024 年度）

から令和８年度（2026 年度） 修正案 

資料３－５ 杉並区区立施設マネジメント計画（第１期）令和６年度

（2024 年度）～令和 12 年度（2030 年度）・第１次実施プラ

ン令和６年度（2024 年度）～令和８年度（2026 年度） 修

正案 

資料４   「（仮称）杉並区子どもの権利に関する条例」の制定に向け

た取組について 

 別紙   「子どもの権利に関する条例」骨子案について 

資料５   杉並区子どもの居場所づくり基本方針（案）の策定につい

て 

資料５－１ 杉並区子どもの居場所づくり基本方針（案） 概要版 

 別紙   区が取り組むこれからの子どもの居場所づくり 今後の

取組の方向性 

資料６   区立児童相談所の開設に向けた取組について 

 別紙   杉並区児童相談所設置運営計画（第３版）（概要） 

資料７   「子ども・子育て支援事業計画」の推進状況（令和５年度
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分）の点検・評価のまとめ（案） 

資料８   杉並区子ども家庭計画（素案） 

 別紙   杉並区子ども家庭計画（素案）の概要 

資料９   子ども・子育て支援法に基づく利用定員の設定について 

 別紙   特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に係る利用定

員の変更並びに廃止等（報告） 

【参考資料】 

広報すぎなみ 12 月 5 日臨時号 
杉並区実行計画等の一部修正案に関する意見提出について（依頼） 
杉並区子どもの居場所づくり基本方針案に関する意見提出について（依頼） 
杉並区健康医療計画の改定（案）に関する意見提出について（依頼） 

会議次第 

 

 

 

１ 開会 

２ 議題 

 （１）教育・保育施設及び地域型保育事業の利用定員の設定について 

 （２）「子ども・子育て支援事業計画」の進捗状況（令和５年度分）の

点検・評価のまとめ（案）について 

 （３）「杉並区子ども家庭計画」素案について 

３ 報告事項 

（１） 杉並区総合計画・実行計画等の一部修正について 

（２） 「（仮称）杉並区子どもの権利に関する条例」の制定に向けた取

組について 

（３） 「杉並区子どもの居場所づくり基本方針」案について 

（４） 区立児童相談所の開設に向けた取組について 

４ その他 

大山会長  それでは、令和６年度第３回杉並区子ども・子育て会議を開催いたし

ます。 

 初めに、事務局から連絡事項や資料の確認をお願いいたします。 

子ども政策担

当課長 

 事務局の子ども政策担当課長の松下でございます。よろしくお願いい

たします。 

 では、初めに、定足数の確認をさせていただきます。定足数につきま

しては、条例第６条第２項により、委員の半数以上の出席で成立いたし

ます。本日は、手島委員と東郷委員の２名がご欠席でございますが、委

員の半分以上のご出席がございますので、有効に成立しております。 

 続いて、資料の確認をさせていただきます。事前にお送りした資料、

それから、本日席上に配付したものがございますが、併せて確認させて

いただきます。 

 まず、資料１「杉並区子ども・子育て会議委員名簿及び席次表」。 

 資料２「杉並区子ども・子育て会議事務局名簿」。 

 資料３－１「杉並区総合計画 令和６年度（2024 年度）～令和 12 年

度（2030 年度）・杉並区実行計画（第２次） 令和６年度（2024 年度）

～令和８年度（2026 年度） 修正案」 

 資料３－２「杉並区総合計画（区政経営改革推進基本方針） 令和６

年度（2024 年度）～令和 12 年度（2030 年度）・杉並区区政経営改革推

進計画（第２次） 令和６年度（2024 年度）～令和８年度（2026 年度） 

修正案」 
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 資料３－３「杉並区デジタル化推進計画（第２次） 令和６年度（2024

年度）～令和８年度（2026 年度） 修正案」 

 資料３－４「杉並区協働推進計画（第２次） 令和６年度（2024 年度）

から令和８年度（2026 年度） 修正案」 

 資料３－５「杉並区区立施設マネジメント計画（第１期）令和６年度

（2024 年度）～令和 12 年度（2030 年度）・第１次実施プラン令和６年度

（2024 年度）～令和８年度（2026 年度） 修正案」 

 資料４「『（仮称）杉並区子どもの権利に関する条例』の制定に向けた

取組について」。資料４の別紙がクリップ留めでついてございます。 

 資料５「杉並区子どもの居場所づくり基本方針（案）の策定について」。

こちらもクリップで資料５－１「杉並区子どもの居場所づくり基本方針

（案）概要版」と資料５－１の別紙としまして「区が取り組むこれからの

子どもの居場所づくり 今後の取組の方向性」が一緒についてございま

す。 

 資料６「区立児童相談所の開設に向けた取組について」。資料６の別

紙としまして「杉並区児童相談所設置運営計画（第３版）（概要）」。 

 資料７「『子ども・子育て支援事業計画』の推進状況（令和５年度分）

の点検・評価のまとめ（案）」。 

 資料８「杉並区子ども家庭計画（素案）」。資料８の別紙としまして「杉

並区子ども家庭計画（素案）の概要」。 

 資料９「子ども・子育て支援法に基づく利用定員の設定について（意

見聴取）」。資料９の別紙としまして「特定教育・保育施設及び特定地域

型保育事業に係る利用定員の変更並びに廃止等（報告）」。 

 参考資料としまして、「広報すぎなみ」と、いくつかの計画の意見提出

についての依頼をクリップ留めしたものを席上に配付してございます。 

それに加えまして、ご持参いただきたいということで、現行の「子ど

も家庭計画」、このピンクの冊子についてもお持ちいただいているよう

お願いしているところでございます。 

以上、不足等ございませんでしょうか。計画についてお持ちでない方

についても、お貸出しができますので、挙手をお願いできればと思いま

す。 

そうしましたら、録音の確認、記録の説明に移らせていただきます。

本日の会議につきましては、会議記録作成のために録音させていただい

ておりますが、録音した音声そのものは公表しませんので、ご了承くだ

さい。 

会議記録につきましては、発言の要旨を記録する形でまとめ、委員の

皆様に内容の確認をしていただいた後、区のホームページ上で公表いた

します。会議終了後、３週間以内を目途に公表してまいりますので、内

容の確認についてはタイトなスケジュールでお願いすることになるか

と思いますが、ご協力くださいますよう、よろしくお願いいたします。 

長くなりましたが、事務局からは以上でございます。 

大山会長  ありがとうございました。 

 それでは、本日の議題及び報告事項は全部で７つを予定しておりま

す。通常の議題・報告事項よりもかなり多くなっております。お手元の

資料を見ても分かるとおり、枚数もかなり多いのですが、質としても特

に報告事項３の（３）「杉並区子どもの居場所づくり基本方針」案の内容

等について、かなり重要な論点が含まれる内容になっておりますので、

全体としてメリハリのある議事進行で午後９時を目途に効率的かつ活
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発な議論を行ってまいりたいと考えております。議事進行にご理解・ご

協力をお願いいたします。 

 それでは議事に入ります。 

 まずは、議題の１つ目「教育・保育施設及び地域型保育事業の利用定

員の設定について」、事務局から説明をお願いします。 

保育施設担当

課長 

 保育施設担当課長の有吉と申します。私からは、資料９に基づきまし

て、子ども・子育て支援法に基づく利用定員の設定について、説明をさ

せていただきます。 

まず、１番目「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に係る利

用定員の設定について」でございます。Ｎｏ．１からＮｏ．６まで利用

定員を設定させていただきます。 

Ｎｏ．１は事由が新規でございまして、居宅訪問型保育事業の利用定

員を設定いたします。 

続いてＮｏ．２は事由が民営化となっておりますが、現在公設民営保

育園として運営している高井戸保育園を私立保育園に転換するもので

ございます。 

続けてＮｏ．３は事由が移行となっておりますが、こちらは現在事業

者内保育事業という類型で運営している保育事業について小規模保育

事業に転換するものでございます。 

Ｎｏ．４とＮｏ．５は事由が設置者の変更となっておりますが、こち

らの事業者が保育事業という類型自体は変わらないのですけれども、設

置者が変更となるため、新たに認可定員を設定するものでございます。 

続きまして、Ｎｏ．６が新制度幼稚園への移行の件でございます。 

続きまして２番目「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に係

る利用定員の変更並びに廃止等について」、資料９の別紙をご覧いただ

きますでしょうか。こちらは１番から参考まで記載しております。 

まず、１番が利用定員の変更の案件でございます。 

Ｎｏ．１からＮｏ．５までございまして、まず、Ｎｏ．１からＮｏ．

４につきましては、事業者からの申出により定員を変更するものでござ

います。 

続きまして、Ｎｏ．５が杉並区央文幼稚園が幼稚園として休止になる

といったところでございます。 

続きまして２番目「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の廃

止」件でございます。 

Ｎｏ．１からＮｏ．５まで記載しておりますが、まず、Ｎｏ．１から

Ｎｏ．４までの案件につきましては、先ほどの資料９の本紙でご説明し

ました施設の内容と関連して、廃止といった取り扱いとなっておりま

す。例えばＮｏ．１の区立高井戸保育園につきましては、新たに私立保

育園として利用定員を設定しておりますので、区立保育園としては廃止

といった状況でございます。 

Ｎｏ．５につきましては、単独の家庭的保育事業の廃止といった案件

でございます。 

最後に参考といたしまして、区独自の保育室若杉につきまして、令和

７年３月 31 日で廃止となるといったところでございます。 

 資料９の本紙に戻っていただけますでしょうか。 

３番目はこれまで説明した「利用定員の増減」を表で表してございま

す。表の中で変更前は合計で 545 だったところ、変更後が 520 名になり

まして、計といたしましては 25 名分が減となるといった状況でござい
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ます。 

 私からの説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

大山会長  子ども・子育て支援法に基づく利用定員の設定などについてご説明い

ただきました。 

 本件につきまして、ご意見・ご質問ありましたらお願いいたします。 

 よろしいでしょうか。 

それでは、「教育・保育施設及び地域型保育事業の利用定員の設定に

ついて」は、了承といたします。 

 次に議題２つ目の「『子ども・子育て支援事業計画』の進捗状況の点

検・評価のまとめ（案）について」、事務局から説明をお願いします。 

子ども政策担

当課長 

 子ども政策担当課長の松下です。よろしくお願いいたします。 

 私からは「子ども・子育て支援事業計画の点検・評価（令和５年度分）

（案）についてご説明させていただきます。資料７をご覧ください。 

 この「子ども・子育て支援事業計画」の点検・評価はこの計画の着実

な推進を図るために毎年度の計画の進捗状況をご報告し、その結果を受

けて必要な処置を講じていくことを目的に実施をしてございます。 

 対象事業としましては、「就学前の教育・保育」の事業と「地域子ど

も・子育て支援事業」の 13 事業となり、区分Ⅰの「就学前の教育・保

育」、それから、区分Ⅱの６「延長保育」、９「学童クラブ」につきまし

ては、令和５年度中の施設整備等の結果が本年の４月または５月の定員

として表れてまいりますので、令和６年度の欄を対象年度としてござい

ます。 

 本日はこの後、「子ども家庭計画」素案についてのご説明もございま

すので、この子ども・子育て支援事業計画第３期で大幅な変更がござい

ます事業、具体的には区分Ⅱの３「利用者支援事業」、９「学童クラブ、

11「要保護児童等の支援のための事業」の３事業につきましては、この

後の「子ども家庭計画」素案の中で説明させていただくこととし、この

点検・評価については、それ以外の事業から主なものの実施状況等をご

説明させていただければと思います。 

 それでは１枚おめくりいただいて、１ページをご覧ください。「教育

施設」でございます。 

 令和６年度につきましては、36 園の私立幼稚園と６園の子供園で教

育・保育を提供しましたが、利用者数及び認定者数は年々減少している

状況がございます。 

 今後についてですが、地域において幼児教育が受けられる環境を確保

するため、引き続き運営等の一部補助を行うほか、各園の意向や状況に

応じた相談支援に努めてまいります。 

 続きまして３ページ「保育施設」でございます。 

 令和６年度は、認可保育所１所において、新園舎への移転に合わせて

定員の適正化を図りました。認可保育所への入所決定率は 98.1％に達し

まして、希望する全ての子どもが認可保育所に入所できる環境というも

のをおおむね実現することができました。 

 また、認可保育所の整備が進んだことにより、待機児童解消対策のた

め臨時事業として実施してきた区保育室３所を廃止いたしました。 

 今後は保育施設の利用者数が緩やかに減少していく見込みであるこ

とを踏まえまして、引き続き地域・歳児別に必要な保育定員数の確保に

取り組むとともに、保育定員に空きが生じた場合は一時預かり事業や、

「こども誰でも通園制度」を活用するなど、地域の子育て支援の充実に
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つなげてまいりたいと考えております。 

 続いて５ページ「妊婦健康診査」です。 

 妊娠届数の減少によって受診者数は減少してございますが、妊婦健康

診査の受診率につきましては、６ページの参考資料（１）にございます

とおり、95％から 96％といったところで毎年推移してございます。 

 令和５年度は超音波検査の受診票の交付枚数の拡充ですとか、多胎妊

婦の健診費用の一部助成も開始してございます。 

 今後も妊娠期から安心して過ごすことができるよう、産科医療機関等

と連携しながら支援が必要な妊産婦の早期発見に努め、適切な支援につ

なげてまいります。 

 続きまして７ページ「すこやか赤ちゃん訪問」でございます。 

 令和５年度は出生数の減少に伴い、訪問件数は前年度に比べてやや減

少してございますが、杉並区に里帰り中の方への訪問というものが多く

ございまして、出生数を超える訪問数となってございます。引き続き全

件訪問を基本としまして、安心して子育てできる環境の整備に努めてま

いります。 

 少し飛びまして、11 ページ「乳幼児親子のつどいの場」でございます。 

 令和５年の９月に子ども・子育てプラザ下高井戸が開設されたことに

より、区内７地域が１所ずつ子ども・子育てプラザが整備され、利用者

数も前年度の実績を大きく上回ってございます。 

 また少し飛びまして、17 ページをご覧いただければと思います。こち

らは「地域における一時預かり」でございます。 

 本事業につきましても、利用者数は前年度を上回っております。また、

各施設とも利用事由は「リフレッシュ」が最も多くなっており、乳幼児

を安心して預けることのできる事業として今後も一定のニーズが見込

まれることから、引き続き事業を実施してまいります。 

 続きまして、21 ページ「病児保育」でございます。 

 本事業につきましても、利用者数は前年度を上回っております。 

 令和６年度に区内５か所目の病児保育室を開設したところですが、今

後も地域バランス等を考慮して、区内医療機関や保育運営事業者への働

きかけ等を継続してまいりたいと考えております。 

 続いて 27 ページ「子どもショートステイ」でございます。 

 本事業につきましては、子ども家庭支援センターや保健センターの職

員が虐待の未然防止のために利用が必要と考えられるケースに積極的

に利用勧奨いたしまして、利用支援家庭を対象とした子どもショートス

テイ事業の利用者が前年度に比べ３倍となりました。児童福祉法の改正

により、本事業には虐待の未然防止に資する事業としての充実が求めら

れておりますので、これまで以上に子育ての負担軽減につながるように

取り組んでまいりたいと考えています。 

 簡単ではございますが、私からは以上となります。よろしくお願いい

たします。 

大山会長  「子ども・子育て支援事業計画」のの着実な推進を図るため、毎年度

行う点検・評価について令和５年度の取組状況をご説明いただきまし

た。 

 今回は３番と９番と 11 番、「利用者支援事業」、「学童クラブ」。それ

から「要保護児童等の支援のための事業」は虐待対応等に関してですが、

これに関する質問に関しては次の議題でご質問をお受けしたいと思い

ます。今回はこれ以外の部分の内容につきまして、ご意見・ご質問等ご
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ざいましたら、挙手をお願いいたします。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは点検・評価（案）につきましては、了承することといたしま

す。 

 次に議題の（３）「『杉並区子ども家庭計画』素案について」、事務局か

ら説明をお願いします。 

子ども政策担

当課長 

 引き続き、子ども政策担当課長の松下です。よろしくお願いいたしま

す。 

 「杉並区子ども家庭計画」については、区の上位計画である総合計画、

実行計画や、本日の報告事項にございます。子どもの居場所づくり基本

方針案、それから、子どもの権利に関する条例制定に向けた取組、児童

相談所開設に向けた取組等を反映させた内容としておりますので、報告

事項について先にご説明させていただいて、計画についてはその後で説

明をさせていただければと思いますが、よろしいでしょうか。 

（委員から質問・異議なし） 

 ありがとうございます。 

 そうしましたら、先に報告の（１）の「杉並区総合計画・実行計画の

一部修正について」、ご説明させていただきたいと思います。 

 使います資料は、資料３－１から５となります。 

 今回の一部修正につきましては、これからご報告する「子どもの居場

所づくり基本方針案」など、新たな方針等の策定に伴って必要とする修

正や、昨年総合計画・実行計画の改定をしておりますが、その計画の改

定のときには想定し得なかった状況の変化に対応するために行ったも

のでございます。 

 現在、これらの計画案に対しましては、１月６日まで区民等の意見募

集、パブリックコメントを行っており、ご意見につきましては、本日席

上に配付しました「広報すぎなみ」ですとか、「杉並区総合計画等の一部

修正案に関する意見提出について（依頼）」によってお寄せいただきた

いと考えおります。 

 それでは、資料３－１、総合計画・実行計画修正案の１ページをおめ

くりいただければと思います。 

 こちらに、総合計画、実行計画の修正の施策事業の一覧がございまし

て、ページ数の入っているところが修正箇所となってございます。 

 子ども分野の施策に関する部分につきましては、施策の 18、19、20 の

３施策、６事業を修正してございます。 

 資料３－１の 25 ページをお開きください。 

施策 18「子どもの権利を尊重し育ちを支える環境の整備・充実」では、

施策指標について、本年度に実施した区民意向調査によって現状値を把

握したことから、現状値及び目標値の設定をしてございます。 

 続いて 27 ページ「子どもの権利が尊重される地域社会の実現」でご

ざいます。 

 こちらは令和７年の第１回区議会定例会に提出予定の「（仮称）杉並

区子どもの権利に関する条例」に基づきまして、子ども施策を総合的に

推進するため、現行の計画では２つの事業に分かれていたものを統合

し、また相談・救済機関の設置の取組を追加したものです。 

 次に 29 ページの施策 19 の１「より良い子どもの居場所づくりの推

進」においては、子どもの居場所づくり基本方針案の内容を反映させま

して大きく修正をしてございます。 
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 続いて 31 ページ、施策 20 の２「地域における子育て支援体制の充

実」。こちらも子どもの居場所づくり基本方針案を踏まえて、子ども・子

育てプラザの運営及び乳幼児親子の居場所に係る取組を修正するもの

です。 

 次の 33 ページ、施策 20 の３「保育の質の向上」は、高井戸東保育園

と、ゆうゆう高井戸東館を改築することに伴う修正でございます。 

 続いて 35 ページの施策 20 の４「多様なニーズに対応した保育サービ

スの推進」では、子ども・子育て支援法に基づく「こども誰でも通園制

度」が開始されることを踏まえた修正を行っています。 

 次に 37 ページ、施策 20 の５「学童クラブの整備・充実」についても

子どもの居場所づくり基本方針案を踏まえ、取組を修正するものでござ

います。 

 次に資料３－２、区政経営改革推進基本方針をご確認いただければと

思います。 

 １ページおめくりいただきますと、こちらも総合計画と同様に修正の

一覧がございます。この中の「学童クラブおやつ代公会計化」につきま

して３ページをご覧ください。 

 こちらは、おやつの調達手法を含めた全体的な見直しを図ることとし

たことから、実施時期を修正してございます。 

 続いて資料３－３がデジタル化推進計画でございます。 

 ３ページをご覧いただければと思いますが「デジタル技術を活用した

保育サービスの提供」のところでは、病児保育室の予約システム導入の

係る取組を追加しています。 

 最後に資料３－５区立施設マネジメント計画でございます。 

 こちらの表紙をめくっていただいて２ページ目でございます。「第５

章 施設の課題」の「（１）主な施設の課題と今後の方向性」の部分につ

いて、児童館やコミュニティふらっと、ゆうゆう館の３項目について修

正をいたしました。 

 「２ 児童館、学童クラブ、子ども・子育てプラザ」の項目では、子

どもの居場所づくり基本方針（案）を反映する形で「課題と今後の方向

性」を全面的に修正してございます。 

 総合計画・実行計画等の一部修正についての説明は以上となります。 

 引き続き、報告の「（２）『（仮称）杉並区子どもの権利に関する条例』

の制定に向けた取組について」、ご説明させていただきます。資料４を

ご覧ください。 

 条例制定に向けた取組については、これまでの会議の中でも子どもか

らの意見聴取の取組や子どもの権利擁護に関する審議会の答申につい

てご報告させていただいたところですが、答申においては、「子どもの

権利を保障し、区を含めたそれぞれの主体の役割、子ども参加や相談・

救済の仕組み等を定める総合的な条例を根拠として、継続的に子ども施

策等を実施していくことがとりわけ必要」と言及されたところです。 

 また、子ども等からの意見聴取においては、自分の素直な思いや考え、

意見を伝えられる機会や自分に合った居場所を望む声が多く聞かれま

した。 

 こうしたことを踏まえまして、区で検討を行った結果、子どもの権利

保障に関し、基本理念を定め、区民等とともに子どもの権利を保障する

施策等を推進する必要があることから、子どもの権利に関する条例を制

定することとしたところです。 
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 条例に盛り込む主な事項としましては「条例の目的・基本理念、定義」

「子どもの権利の保障」「区の責務と保護者等の役割」「子どもの権利を

保障するための政策」としまして、資料４別紙の後ろから２枚おめくり

いただいたところにございます骨子案を作成いたしました。こちらの骨

子案を今年の９月に保健福祉委員会に報告し、10 月にはパブリックコメ

ントやオープンハウス形式での区民説明会を行ってきたところです。 

 骨子案の５に「子どもの権利を保障するための施策」が載ってござい

ますが、区では条例の制定後は、ここに記載があるような「子どもの意

見表明及び参画の仕組み」ですとか、「子どもの権利の保障と権利侵害

に関する相談と救済の仕組み」、「子どもの権利の普及啓発」、「子どもの

権利の保障に資する施策の実施状況の評価や検証」等について、条例に

基づいて取り組んでいきたいと考えているところです。 

 このうち上の３つの取組が先ほどの総合計画・実行計画の修正のとこ

ろでご説明をした取組となってございます。 

 条例につきましては、今後、令和７年２月の第１回区議会定例会に条

例案を提出しまして、４月の条例施行を目指して引き続き取り組んでま

いりたいと考えているところでございます。 

 私からの説明は以上となります。 

児童青少年課

長 

 児童青少年課長の髙倉と申します。私からは引き続き、報告事項「（３）

『杉並区子どもの居場所づくり基本方針』案について」ご説明をさせて

いただければと思います。資料５をご覧ください。 

 杉並区におきましては、基本構想で定める子ども分野の将来像を実現

していくため、子どもの居場所づくりの理念や基本的な視点、今後の取

組の方向性を盛り込んだ「杉並区子どもの居場所づくり基本方針」を令

和６年度中に策定すべく、この間取組を進めてきたところです。 

 前回７月 26 日開催の第２回子ども・子育て会議におきましては、こ

の資料１の（１）の表に記載のとおり、子どもアンケートや子どもワー

クショップ、居場所実施者アンケートなど、当事者である子どもの声を

中心にしながら地域住民や地域で子どもの居場所に関わる団体からも

意見聴取を行っていること、また、その時点で考えておりました基本方

針の骨格案を委員の皆様にお示しをしてご意見を頂戴したところでご

ざいます。そこで頂いたご意見ですとか、子どもの意見などを踏まえま

して９月上旬に基本方針の素案というものを作成させていただきまし

た。 

 これまでの手法ですと、区は案をつくって、その後パブリックコメン

トを行うという流れでしたけれども、今回はより丁寧に子どもや地域の

意見を聴取するために案の前段階として素案をつくりまして、こちらの

資料の裏面をご覧いただければと思いますけれども、この（２）に記載

のとおり、基本方針の素案に対して再度、児童館や「ゆう杉並」、地域区

民センター等でオープンハウス形式の意見交換会などを開催しまして、

素案に対する意見聴取の取組を重ねて行ったところでございます。 

 こうした取組を経まして、先月 11 月に「杉並区子どもの居場所づく

り基本方針」案を取りまとめましたので、本日はその内容をご紹介、ご

報告させていただきたいと思います。 

 概要版を用いてご説明をさせていただきますので、右上に資料５－１

と書かれたＡ３判の資料をご覧いただければと思います。こちらの資料

は案全体の概要をまとめたものとなってございます。基本方針案は全４

章で構成してございます。 
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 まずは、左上、第１章は「はじめに」といたしまして、基本方針作成

の趣旨・背景や、その下、基本方針の位置づけなどを盛り込んでおると

ころでございます。 

 左下、第２章は「子どもの居場所に関する基本的事項」でございます。 

 基本方針の対象とする子どもの範囲を０歳から 18 歳までと位置づけ

ております。なお、18 歳以上の若者の居場所については、別途検討する

ことを明示しておるところでございます。 

 その他、子どもの居場所の定義を子どもが安心して自分らしく過ごす

ことができる場所や時間、オンラインも含む全般を指すものと定義づけ

をしたところです。 

 また、資料の一番左下では、公による居場所か民による居場所かに関

わらず「子どもの居場所に関係するすべての大人に求められること」と

しまして、居場所に関係する全ての大人が留意すべき視点を四角囲みに

記載のとおり、子どもの安全が確保され、安心して過ごせる場とするこ

と、子どもの思いなどを尊重し、子どもにとって最も良いことを考える

ことなど、子どもの権利保障の視点を中心に定めたところでございま

す。 

 次に右上ですけれども、第３章でございます。こちらは「区が取り組

むこれからの子どもの居場所づくり」を定めておる章となってございま

す。 

 一番上では「第３章・第４章で区の取組の対象とする居場所の範囲」

を記載のとおり定めたところです。 

 また、その下、区における今後の「子どもの居場所づくりの理念」と

いたしまして、子どもが選択可能な多様な居場所づくりを推進するこ

と、子どもの視点に立ち、子どもの声や居場所づくりや居場所の運営に

反映すること、子どもの成長支援と権利保障の取組を推進すること。以

上、３つの理念を定めたところでございます。 

 また、その右側、こうした３つの理念に沿いまして、今後居場所づく

りを行っていく上での基本的な視点といたしまして、視点１、成長過程

に応じた居場所づくり。視点２、一般区民施設を子どもの視点から見直

すこと。視点３、個別のニーズに応じた居場所づくり。視点４、多様な

担い手による居場所づくりの推進の４つの視点を設けたところでござ

います。 

 その下には視点１から３に対応する今後の取組の方向性を記載して

おるところでございますが、こちらは次の資料５－１別紙により後ほど

ご説明をさせていただきます。 

 最後にその下が第４章「子どもの居場所づくりの推進に向けて」でご

ざいまして、左上、先ほどご説明した視点４に対応する形で多様な担い

手による居場所づくりの推進に関する取組を記載しておりますほか、子

どもの権利の普及啓発、子どもの居場所の情報発信、子どもの居場所ネ

ットワークに関する取組を示したほか、最後にこれらを推進していくた

めの推進体制について盛り込んでおるところでございます。 

 資料５－１の説明は以上でございます。 

 それでは、次に右上に「資料５－１別紙１」と書かれている２枚目の

資料をご覧いただければと存じます。こちらは今後の具体の取組項目を

記載した資料となってございます。時間もございますので、主なものを

抜粋してご説明させていただきたいと思います。 

 まずは左上「すべての子どもを対象とした居場所」としての「児童館」
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になります。 

 児童館については、これまでの考えですと、児童館が有していた機能

を学校の中や子ども・子育てプラザに継承をして、児童館を廃止してい

く児童館再編の取組を行ってまいりましたが、これまでの検証や、この

度の子どもの声を踏まえた検討を踏まえまして、これまでの児童館再編

の考え方を見直し、今残っている 25 の児童館は機能・役割を強化した

上で全て残すことにしておるところです。 

 また、「○」の３つ目になりますけれども、現時点で中学校区に児童館

がない地域、右側の地図で言いますと、グレーで色づけをされている７

つの中学校区ということになりますが、この７中学校区におきまして

は、今後、他の区立施設との併設等を前提に新たな児童館整備を検討し

ていくこととしておるところです。 

 また、次の「○」では児童館のうち７館を「中・高生機能優先館」に

位置づけ、中高生の居場所の充実を図ることにしております。 

 また、次の「○」ですけれども、黄色で色づけしておりますが、こち

らは素案に対する区民意見を踏まえて、素案から案になる段階で追加し

た項目を表している箇所です。先ほどご説明をしたオープンハウス等に

よる意見聴取の取組では乳幼児親子の居場所をより一層の充実を求め

るご意見があったことから、近隣に子ども・子育てプラザがない区南西

部の児童館２館において、日曜日開館を実施することとしておるところ

です。 

 以上が児童館に関する説明になります。 

 次が「小学生の居場所」になります。 

 １つ目は「放課後等居場所事業」でございます。 

 こちらは学校施設を活用した小学生向けの居場所事業になってござ

いますが、こちらを令和９年度までに全ての小学校に拡充していくこと

としているほか、令和９年度全校実施に合わせまして、新たにおやつ提

供を開始するなど、事業の充実を図ることにしております。 

 続きまして、１つ飛びますが「学童クラブ」でございます。 

 学童クラブにつきましては、引き続き小学校内等への整備を検討して

いくほか、先ほどご説明した放課後等居場所事業の拡充によりまして、

成長段階に応じて安全・安心に過ごせる環境が全小学校内に整いますこ

とから、令和９年度から学童クラブの利用対象を見直すこととしておる

ところです。 

 また、大規模学童クラブについて運営面の充実を図ることもお示しし

ておるところでございます。 

 次に「乳幼児の居場所」になります。こちらでは子ども・子育てプラ

ザの内容の充実を図るほか、ゆうキッズ事業の継続実施、また、区南西

部の児童館での日曜開館を実施していくこととしておるところでござ

います。 

 次に右下「中・高校生の居場所」となります。 

 こちらは先ほど児童館で述べましたとおり、中・高校生機能優先児童

館を各地域１館ずつ、７館を整備することといたしまして、今後当事者

である中高生の意見を聞きながら令和９年度から順次この中高生機能

優先館に移行することとしておるところでございます。 

 次に右上（２）「公園等の一般区民施設を活用した居場所の充実」でご

ざいます。 

 こちらは基本的な考え方としておりますが、子どもの多様な居場所を
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増やしていくためには、子ども対象の施設だけではなく、公園や図書館

などの一般区民施設において子どもの居場所としての充実を図ってい

くこととしてございまして、公園、図書館、集会施設、スポーツ施設に

おきまして記載の取組を行っていくこととしてございます。 

 最後に（３）「個別のニーズに応じた居場所づくり」です。 

 こちらも基本的な考え方を置いておりますが、児童館などは、全ての

子どもが利用できるよう充実を図っていくこととしていますが、一方で

個別のニーズに応じた専門的な支援を行う居場所づくりも重要である

ことから、障害や不登校、外国籍など個別のニーズに応じた居場所づく

りにも記載のとおり取り組んでいくところでございます。 

 概要版の説明は以上となります。 

 恐縮ですが、資料５、１枚目、Ａ４判の資料の裏面にお戻りいただけ

ればと思います。３「今後のスケジュール」でございます。 

 今、ご紹介いたしました基本方針案の内容は、先ほどご説明した総合

計画等の一部修正案と併せまして、12 月３日から年明け１月６日までパ

ブリックコメントを実施しているところでございます。そのパブリック

コメントで頂いたご意見を踏まえまして、年明け１月末までには最終的

な基本方針を決定する予定としておるところです。 

 こちらはボリュームもございますので、改めてお気づきの点やご意見

などがございましたら、先ほどご紹介ございましたが、パブリックコメ

ントを行っておりまして、本日席上配付させていただいております資料

の二次元コードからウェブで、または意見提出用紙での提出もできます

ので、ぜひ期間内にご意見をお寄せいただければと思ってございます。 

 大変長くなり恐縮ですが、私からは以上です。 

児童相談所設

置準備課長 

 児童相談所設置準備課長の三浦です。私からは資料６を使いまして、

「区立児童相談所の開設に向けた取組について」、ご説明いたします。 

 令和８年 11 月の区立児童相談所の開設に向けまして、「杉並区児童相

談所設置等に関する検討委員会」において検討を進めました。その検討

結果を第３版として取りまとめましたので、主な更新内容について報告

させていただきます。 

 まず、１の「杉並区児童相談所設置運営計画（第３版）への更新内容

について」ということで、資料６別紙を見ながらご説明を聞いていただ

ければと思います。 

 まず、（１）「これまでの検討結果を踏まえた主な更新内容」でござい

ます。 

 第２章「児童相談所設置後の児童相談体制」の「関係機関等との連携

に関するイメージ図の追加」ということでございます。 

 こちらは別紙の左側の下のほうをご覧ください。これまでは子ども家

庭支援センターと児童相談所だけが掲載されているような児童相談体

制の図を載せておりましたけれども、今も様々な関係機関と連携をし

て、要支援要保護の児童の見守りをしておりますので、そういうことは

変わらずやっていくのだということが分かるように図を訂正しました

というものでございます。 

 ２つ目は、第４章「人材確保、育成と組織体制」でございます。 

 児童相談所及び一次保護施設の職員の配置の人数をどうやって計算

したかということを追記してございます。こちらは国が発出しておりま

す児童相談所運営指針を参考に算定してございます。 

 第５章が「相談の流れ」です。ここが一番大きく変更した点になりま
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す。児童虐待の通告からの流れ、相談援助の流れについて再度整理し、

追記したものでございます。 

 前回までは、こちらの虐待通告につきましては、児童相談所が一元化

して受けていくということとしておりました。 

 現在児童相談所と子ども家庭支援センターで通告していただける関

係機関の差別化がきちんと図られていることから、今のままの役割分担

でやっていこうということでございます。 

 子ども家庭支援センターは児童相談の第一義的相談窓口となってお

りまして、今も保育園や幼稚園、様々な子ども支援サービスの事業者な

どからいろいろな心配等、保護者の方についてのご相談を受けておりま

す。それがきちんと機能していることから、わざわざ一元化してしまう

と、かえってそういったいろいろな通告が入らないのではないというこ

とで今までどおりの流れにすると整理したものでございます。 

 次に、資料６に戻りまして第８章「児童相談システム」でございます。 

 今までは児童相談所と子ども家庭センター、保健センター、別々にシ

ステムを構築すると記載してございましたけれども、情報の連携が大事

だということで、同じシステムを使っていくという考え方に変更したと

いうことでございます。 

 （２）の「児童福祉法改正及び国が新たに策定した『一時保護施設の

設備及び運営に関する基準』を踏まえた主な更新内容」です。 

 こちらは法改正に基づいて更新したということで、以下に書かれてい

ることについて追記したということでございます。 

 次に２の「主なスケジュール」でございます。 

 現在は 12 月ということで、建設の工事が始まってございます。東京

都との事前協議も開始しておりまして、来年の３月からはこども家庭庁

との協議も開始する予定になっております。 

 私からは以上です。 

子ども政策担

当課長 

 そうしましたら、以上の報告を踏まえまして、議題「（３）『杉並区子

ども家庭計画』素案について」、ご説明をさせていただければと思いま

す。 

 まず、計画の素案ということで資料８となりますけれども、まずこれ

につきましては、資料のデータの送信が会議の直前となってしまいまし

て、大変申し訳ございませんでした。 

このデータを送信した後に少し誤植等に気づいたところを修正した

ものを本日席上に配付してございますので、資料８としては本日お配り

したものをご覧いただければと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 今回の改定は子ども・子育て支援事業の利用状況等に関する調査や子

ども・子育て家庭の実態調査、これらの調査や、先ほどご報告しました

「（仮称）杉並区子どもの権利に関する条例」の制定、「杉並区子どもの居

場所づくり基本方針」の策定を予定していること等に伴う総合計画の一

部が修正、さらには、本計画に包含する「子ども・子育て支援事業計画」

が１期５年と法定されていること等を踏まえまして、令和７年度から令

和 11 年度までの計画として改定することとしたものでございます。非

常にボリュームある内容となっておりますので、本日は資料８別紙「概

要版」と併せてご覧いただきながら前回の計画から変わったところを中

心にご説明させていただきたいと思います。 

 そうしましたら、資料８と、資料８の別紙「概要版」の両方をご用意
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いただければと思います。 

第１章「計画の基本的事項について」でございます。 

本計画の改定趣旨につきましては、ただいま申し上げたとおりでござ

いますが、計画の位置づけとしましては、基本構想や総合計画等の上位

計画を踏まえて「杉並区保健福祉計画」を構成する子ども家庭分野の計

画として策定するものでございまして、資料に記載のような法定計画を

包含するものでございます。 

 計画期間は、令和７年度から 11 年度の５年間としまして、計画目標

として杉並区基本構想における子ども分野の将来像から「すべての子ど

もが、自分らしく生きていくことができるまちの実現」としてございま

す。 

 第２章では現在の子ども家庭計画の施策別に区が進めてきた主な取

組についてと、この間の国のこども政策の主な動向を記載してございま

す。 

 次の第３章は「計画内容」となりますが、こちらは総合計画・実行計

画の施策体系と合わせまして今回は４つの施策について、施策を構成す

る事業ごとに主な取組と内容を記載してございます。 

 現行の計画からの改正点に資料８もご覧いただきながらご説明をし

たいと思います。 

 まず、施策１のところでは、資料８の素案の冊子の 24 ページ、事業

１「子どもの権利が尊重される地域社会の実現」というところで、先ほ

どの実行計画と同様に「子どもの権利に関する条例」に基づく取組とい

うことで、新規の相談・救済機関の設置を含む３つの取組を記載してい

るところでございます。 

 次に 28 ページからの事業３「子どもの命と安全を守る児童相談体制

の構築」のところでは、児童福祉法の改正に伴いまして（７）の「児童

福祉・母子保健の一体的相談支援」、次の 30 ページの（12）「子育て世帯

訪問支援事業」、（13）「児童育成支援拠点事業」、（14）「親子関係形成支

援事業」を追加しています。 

 これらの取組は子ども・子育て支援法の地域子ども・子育て支援事業

にも位置づけられたことから、第４章の「子ども・子育て支援事業計画」

にも記載しており、（７）の子ども家庭センターは 85 ページの利用者支

援事業で、「こども家庭センター型」というものが新しくできましたの

で、そちらのほうに記載されてございます。 

 また、（12）から（14）の事業につきましては、子ども・子育て支援事

業計画では 98 ページからの「養育支援訪問事業等」で、それぞれの事

業の計画値が記載されているところでございます。 

 続いて施策２の「子どもの居場所づくりと育成支援の充実」をご覧い

ただければと思います。 

 こちらの冊子の 38 ページから 41 ページにかけて、事業１「より良い

子どもの居場所づくり推進」ということで記載してございますが、先ほ

ど髙倉課長から説明いたしました「子どもの居場所づくり基本方針

（案）」の内容を反映させて大きく修正しているところでございます。 

 続いて施策３「安心して子育てできる環境の整備・充実」でございま

す。まず、事業の１つ目「妊娠から子育て期の切れ目ない支援の充実」

のところで改正児童福祉法の妊婦等包括相談支援事業、それから、子ど

も・子育て支援法で創設された妊婦のための支援給付に伴って 48 ペー

ジの（３）にございます「出産・子育て応援事業の実施」、それから、そ
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の下の（４）「バースデーサポート事業の実施」、この２つを追加してご

ざいます。これらの取組も子ども・子育て支援事業計画の 85 ページの

利用者支援事業の「妊婦等包括相談支援事業型」として記載してござい

ます。 

 続いて、事業４の「多様なニーズに対応した保育サービスの推進」で

ございます。 

 こちらは 58 ページをご覧いただきますと、（５）に「こども誰でも通

園制度」を新たに記載してございます。こちらも子ども・子育て支援事

業計画の 92 ページに記載してございます。 

 次に、59 ページ、事業５「学童クラブの整備・充実」になります。 

 （１）の「学童クラブの整備」において、学童クラブの利用対象につ

いての見直しの検討についての記載がございます。それに伴いまして、

子ども・子育て支援事業計画の 96 ページをご覧いただきますと、量の

見込みの区立学童クラブのところでは、今まで具体的には学年の枠が書

いていなかったのですけれども、こちらを追加するような書き方となっ

てございます。 

 続いて、施策４「障害児支援の充実と医療的ケア児の支援体制の整備」

については、保健福祉計画の障害者分野の計画である「杉並区障害者施

策推進計画」との整合性を図りながら記載しているところです。 

 ３章の中で大きく変わった部分については以上でございます。 

 第４章の「子ども・子育て支援事業計画」については、第３章と併せ

てご紹介したもののほか、86 ページ、87 ページをご覧いただきますと、

新たに地域子ども・子育て事業に位置づけられた「産後ケア事業」につ

いて記載してございます。 

 最後に、第５章の「計画の推進に当たって」のところは、概要版でご

覧いただければと思います。こちらについては、子ども・子育て支援法

の規定を踏まえまして、子ども・子育て会議の意見を聴取して計画の進

捗状況の評価や必要な見直しを行うことのほかにこども基本法第 11 条

の規定を踏まえまして、子どもの意見聴取を実施して意見を反映させる

ための必要な対応を図っていくことも記載してございます。 

 また、計画の評価につきましては、本日議題として上げさせていただ

きました子ども・子育て支援計画の点検・評価を中心に行っているとこ

ろでございますけれども、子どもの権利に関する条例の制定後には、条

例に基づいて、子どもの権利の保障に資する取組の実施状況についても

評価してまいりたいと考えているところです。 

 最後に計画改定に向けての今後のスケジュールでございます。こちら

は資料がございませんので、口頭で恐縮ですけれども、まず、この後、

皆様から頂く意見と、先ほど申し上げました総計・実計、それから「子

どもの居場所づくり基本方針」のパブリックコメントをしているところ

でございますので、こちらによる修正。それと、今回まだ反映ができて

いない令和７年度の予算案を踏まえまして、２月に計画案を作成したい

と考えてございます。 

 こちらの計画案を作成するに当たって２月上旬に皆様にこの素案を

修正した内容をご報告した上で計画案を決定していきたいと考えてご

ざいます。 

 この日程等の詳細については、改めてメールでご連絡させていただき

たいと思いますので、引き続きご協力ほど、よろしくお願いいたします。 

 計画案につきましては、２月に議会に報告しまして、その後３月にパ



 - 16 - 

ブリックコメントを実施し、必要な修正を行い、５月に改定した計画を

決定する予定でございます。 

 長くなりましたが、私からの説明は以上でございます。どうぞよろし

くお願いいたします。 

大山会長  ありがとうございました。議題３「『杉並区子ども家庭計画』素案につ

いて」、関連する報告事項と併せて一括してご説明いただきました。 

 この子ども・子育て会議では、障害を持つ子どもや医療を必要とする

子ども、ひとり親家庭などの多様な背景を持つ子どもたちの子どもの権

利ついて議論をしてきました。 

 また、生活や学習の場である保育園や幼稚園はもちろん、児童館やあ

るいは学童などの在り方についても居場所づくりの視点から議論を重

ねてきました。 

 さらに切れ目のない支援あるいは単なる虐待対応だけではなくて、予

防も含めた取組が必要ではないかといった視点からの議論も行ってき

ました。 

 こういった子ども・子育て会議で重ねてきた議論を踏まえて、杉並区

として今般のこの計画の素案をご提示いただいたという形になります。

皆さんも今回の素案を踏まえて、貴重な意見の場だと思いますので、ぜ

ひ活発な議論を行っていただければと思います。 

 ご意見・ご質問ありましたら挙手をお願いいたします。 

小川委員  小川です。子ども・子育て会議の進め方がすごく変わられたのだなと

いう印象を受けました。いろいろと工夫とか試行錯誤され、とてもいい

ことだと思います。 

 一方で、率直に申し上げて、この 55 分間ですか、一方的に説明を聞

き続けるというのは、いかがなものなのかと感じました。 

 この効率的な運営を行うことを重視するのか、委員による議論を重視

するのか、どちらを考えてられているのでしょうか。 

子ども政策担

当課長 

 委員ご指摘のとおり、今回は報告の中身が非常に多くなってしまいま

して、説明も長くなってしまうというところで、大変申し訳なく思って

いるところでございます。 

 ただ、一方で一つ一つについて進めていって、また計画に戻ってとい

うようなことをしてしまうと、行ったりきたりということが出てきてし

まうのかなということがありました。今回はそういったことを踏まえ

て、まず区として策定に向けて進めているものについてご報告さしあげ

た後、それを踏まえた計画案ということでご説明させていただきまし

た。本来は議論を重視したいと考えているところですが、今回は少しそ

こを分かりやすく整理したいという意味でこういった形とさせていた

だいたところです。 

 ただ、結果としてたくさんの報告を一気にお聞かせてしまうことにな

ってしまったかと思いますので、申し訳ございませんでした。 

小川委員  分かりました。さっき、また説明があるということで今回このような

体勢を取られたと思うのですけれども、私としましても、１時間ぐらい

説明をされるのであれば、事前に動画ですとか、録音ですとか、そうい

ったもので情報共有するのも１つかなと考えます。以上です。 

大山会長  よろしいですか。 
 では、狩野委員、お願いします。 

狩野委員  １時間お話を聞くのは私もそんなに得意ではないのですけれども、事

前に読んでくるようにと書いてあって、それをなぞる形でご説明くださ
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ったので、「行ったり来たりしないほうが」とおっしゃったのは議題全部

さらうには、やはり最後までご説明いただいて、読んできたご意見を闘わ

せるほうが恐らく私も効率がいいと思うのです。なので、これはやむを得

ないというか、会議の回数とか皆さんが集まる都合とかを考えると、本当

にやむを得ずなさったことだと思うので、十分議論の時間は尊重されて

いると思いました。 

子ども家庭部

長 

 子ども家庭部長です。皆さんの意見はいろいろおありになるかと思い

ます。今回の子ども・子育て会議の経過でございますが、この間総合計

画・実行計画という上位の計画の改定があったということ、併せて子ど

も家庭分野における大きな動きということで、子どもの権利の条例、併

せて居場所づくり基本方針、さらに児童相談所の設置についての動き、

こういったものが全て諸々同じタイミングになってしまったという状

況がございます。 

 我々としても、それぞれの項目が１個で完結しているわけではなく

て、全てが子ども家庭計画に集約されてくる内容だということでどうし

たらいいか悩みました。 

 併せて子ども政策担当からおわびさせていただきましたが、資料が直

前になりましたことも本当に申し訳なかったと思います。事前に読んで

おくようにとお願いしておきながら直前になったということで、この膨

大な量をメール等で見て皆さんびっくりされたのではないかと思って

おります。反省すべき点は反省させていただいて、今後の展開を検討さ

せていただきたいと思いますが、子ども家庭計画に反映する内容につい

ては、皆さんにお目通しいただいているかと思いますが、概略だけ、確

認の意味も含めて修正・報告させていただいた上で議論をしていただい

たほうがしっかりと熟議できるかと思いまして、このような形とさせて

いただきました。 

 皆様の意見につきましては、今日この場でいろいろと頂いた上で次回

以降に反映させていきたいと思いますので、会長も申し上げていたよう

に、活発な議論をよろしくお願いいたします。 

大山会長  ほかの委員の皆様、いかがでしょうか。 
 お願いします。 

佐藤委員  私からは２点ご質問がございます。 
 まず１点目が 96ページになりますか、学童クラブの部分で、施設だっ

たりとかの拡充をなさっていただいて、とてもありがたいなと思ってい

ます。 
 一方で、先日一般質問で議員から学童の待機児童の数が計画では令和

９年度に解消される予定と出ていると思うのですけれども、それまでの

あと３年間ぐらいはこの待機児童のお子さんたちはどうなってしまうの

かというところで、１つの案としてベビーシッター利用支援事業の上限

を引き上げるのはどうかというお話があったかと思います。 
 東京都の小学校３年生までに引き上げる条件が令和６年の５月１日ま

でに待機児童を解消する計画がないと、そこの引上げが難しいというご

回答を頂いているかなと思いますけれども、今後また東京都の条件が緩

和されたりとかする可能性もあるのかと思うので、そこも見ていていた

だけたらと思います。 
 あと、今の待機児童の現在の子たちに対しては、どのような支援がある

のかというところをお伺いできればと思いました。いかがでしょうか。 
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学童クラブ整

備担当課長 

 学童クラブ整備担当課長でございます。私からお話しさせていただき

たいと思います。 

 まず１点目、先ほど令和９年度までに待機児童の解消を目指している

というお話があったかと思いますが、区の計画上は令和 12 年度という

形で示しておりますので、そこは何か行き違いがあったのかなと思いま

す。 

 次にベビーシッター利用支援事業でございますが、これは再三お話を

頂戴しているところではございます。前から申し上げているとおり、都

の定める学童クラブの待機児童解消の計画を作らなければいけない。そ

れが令和６年５月というところで、そもそもそれが叶うような状況では

ないというところをお話しさせていただいたと思います。 

 議会でも質問がございましたので、この都の事業が継続するか否かに

ついては、私どもも注視はしておりまして、今日も恐らくご質問が出る

だろうなと思いまして、ホームページで新しい要綱が出ているかなと思

って見たのですが、まだ出ていないという状況が１つございます。 

 併せて、仮に継続するとなった場合でも、これも従前よりお話させて

いただいているところですが、小学生の利用のニーズです。学童クラブ

は集団で生活する場。一方ベビーシッターというのはお家に来て、一対

一で見てもらうところがありますので、利用ニーズに関しての課題など

を整理して、慎重に検討していく必要があるかと思ってございますの

で、前からのお話で申し訳ないのですが、現時点ではベビーシッター利

用支援事業の対象範囲の拡大に踏み出すのは難しいとは思っておりま

すが、課題の整理については行ってまいりたいと考えてところでござい

ます。 

 あとは、待機児童となってしまったお子さんへの支援というお話があ

ったかと思います。そろそろ冬休みになりますけども、学校の長期休業

期間中に児童館を朝８時から開館してシルバーさんに見守りをしてい

ただくということをしております。 

 また、放課後等居場所事業をご案内しております。実はこの 12 月か

ら放課後等居場所事業で入退室が保護者の方に分かるシステムを導入

しております。こういった事業をご活用いただくようにご案内している

ところでございます。 

佐藤委員  毎度のことで恐縮ですが、ありがとうございます。 

 もう１点、ひとり親支援の事業、61 ページです。私も当事者として見

ているところではあるのですけれども、ひとり親支援の部分で、いろい

ろとやっていただいているのはありがたいと思いつつ、（４）のところ、

以前もちょっとお話をさせていただいたのですけれども「養育費確保に

関する支援」のところで、どうしても保証会社と契約しなければいけな

いというのが条件になっているので、今、養育費の平均の受給額が大体

５万弱とかの中から、さらに引かれてしまうところは出費としても大き

いところであるのかなと思っています。隣の中野区は保証会社の条件で

はなくて、例えば話合いのときのＡＤＲの保証だとか、公正証書の作成

のときの費用を助成されているので、そもそもそこの取決めをしていな

い方が全体的に割合として多いので、そこに対して補助いただいたほう

が利用率だったりとかは上がるのではないかと思うのですけれども、い

かがでしょうか。 

子ども家庭部

管理課長 

 管理課長でございます。今の質問に対してお答えさせていただきま

す。今、委員からお話しいただきました内容は区議会でも様々なご質問
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を頂いているところです。 

 おっしゃるとおり、杉並区では保証会社との契約に対する助成が先

で、その他の手続きについては中野区の例のとおり、公正証書の作成に

対する助成を先に行っております。私どもがこの制度を導入したとき

に、まず一番初めに考えたのが、養育費を必ず手元に届けるというもの

でした。実際、保証会社と契約をしている場合、万が一養育費が払われ

なくても、保証会社から払われるというところで生活の安定が確保され

るという考えに基づきこの制度を構築いたしました。 

 おっしゃるとおり、公正証書の取り決めを対象として助成を行ってい

る区のほうが多いというのも承知はしておりますが、これだけですと、

手元に養育費が来ないということも想定されます。その辺りは他の自治

体の状況も見守りながら、いろいろ検討を進めていきたいと考えており

ます。 

佐藤委員  ありがとうございます。そこの養育費の部分で言うと、令和６年度の

こども家庭庁の予算案のところで、養育費回収に関しての弁護士費用の

補償が新しく追加になっているかと思います。多分保証期間も１年とか

期間が区切られてしまっていると思うので、取決めがあれば、一旦はそ

こでオーケーという形で。もし、そこで何か回収が必要あれば、また必

要な人だけが弁護士費用という形になるので、そちらのほうが当事者と

しては利用しやすいかなと思いますので、ご検討いただけると、うれし

いです。 

大山会長  佐藤委員はよろしいでしょうか。 

 ほかの委員の皆様、いかがでしょう。お願いします。 

小林委員  ２件ほどあるのですけれども、今回杉並区の掲示板に杉並区の子ども

の権利擁護推進のための取組を進めておりますということを貼らせて

もらったのですけれども、その中に「条例案には以下の内容を盛り込み

たいと考えています」ということで「まわりの大人たちの役割を定めま

す」というものが入っていたのです。それはどういうことなのか、子ど

も・子育て会議で確認してくれと言われたものですから。 

子ども政策担

当課長 

 子ども政策担当課長です。保護者の役割ということで、「保護者等」で

はなくて、「保護者」のところ、「まわりの大人」ということですか。 

小林委員  「まわりの大人」です。 

子ども政策担

当課長 
 「まわりの大人」ですね。そうしましたら、本日お配りしている資料

ですと、この別紙のカラー版の「子どもの権利の関する骨子案について」

の後ろから１枚おめくりいただいたところに「まわりの大人たちの役割

を定めます」というのがちょうど上にございます。こちらの部分かなと。

掲示が分かりづらかったと思うのですが、「まわりの大人たち」という

のは、杉並区ですとか、子どもの施設で働いている人だったり、杉並区

内の事業者で働いている人だったり、区民だったり、保護者だったり、

そういった人たちのことを言っておりまして、それぞれの役割というこ

とで、例えば杉並区だったら、子どもの意見を聞き、子どものためのい

ろいろな取組を考えて保護者などと協力して行っていくですとか、保護

者であれば、子どもの声を聞いて子どもが安全・安心で暮らすことがで

きるようにするとか、子どもの施設であれば、子どもが安全・安心に過

ごすことができ、子どもからの相談に対応できるようにするとか、あと、

事業者であれば、その会社で働く人が仕事と子育てなどを両立できるよ

うにするとか、そういったことを役割として定めますという内容でござ
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います。 

小林委員  内容がはっきりしなかったので、掲示板を見られた方から「これはど

ういうことなんだ。」と質問を受けたものですから。 

子ども政策担

当課長 

 こちらの資料は、実は子ども向けのオープンハウスの資料を転用して

いるものですから、大人の方には分かりづらい形になってしまっている

かもしれません。申し訳ございません。 

小林委員  掲示板に貼ってしまったものですから、ちょっと問題があると思っ

て。 

 もう１点。学童の件ですけれども、25 の児童館を残すということです

ね。今、学童の人数がすごく多いのです。小学校に学童の教室をつくる

というのは実際実行なさるのですか。その辺をお聞きしたいのです。 

児童青少年課

長 

 児童青少年課長、髙倉です。学童クラブですけれども、先ほど概要版

で説明をさせていただいているところです。資料５－１、別紙１です。

Ａ３判のカラーのものになると思いますが、その左側の「小学生の居場

所」のところの「学童クラブ」の項目をご覧いただければと思います。 

 学童クラブについては、この居場所づくり基本方針策定後も、通所の

安全等を考慮しまして、引き続き学校内もしくは学校の近接地に整備を

していきたいと考えておるところです。 

 ただ、一方で小学校児童の数、この杉並区ではこの間まだ右肩上がり、

増えておりまして、学校の中も教室に必要な部分が多くて、なかなか今

現在学校の中に整備するのが少し難しい状況になっております。なの

で、今後は基本的には改築の機会などを捉えながら学校の中に整備して

いく道を模索していくということを考えておるところです。 

 その学校の改築があるときに基本的には学校の中に学童クラブを整

備していく、児童館にあるものを学校の中に移していくというところが

基本線になろうかと思います。 

 ただ、例えば改築の時期は迎えていないけれども、学校の中に大きく

スペースが空いたようなときは個別にまた調整・対応させていただくこ

ともあるかというのが今現在の考え方でございます。 

小林委員  私が担当している小学校がそういうところに挙がったみたいで、関係

住民が反対していていまして、その点でちょっとお聞きしたかったで

す。ありがとうございます。 

大山会長  小林委員、よろしいでしょうか。 

 他の委員の方、いらっしゃいましたら、お願いします。 

四童子委員  いろいろと説明いただきまして、ありがとうございます。 

 私からは、杉並区総合計画・杉並区実行計画（第２次）修正案という

冊子の 29 ページ、施策 19「より良い子どもの居場所づくりの推進」と

いう項目の文章下から２行目、公園や図書館、集会施設、スポーツ施設

などの多世代の区民を対象とする、子どもの意見を聴きながら居場所づ

くりの充実を図っていくと記載しています。 

子どもの意見を聴いていただく際に、私たちの子どもたちは障害児に

なりまして、自分の言葉で意思を伝えたりとか文章で伝えることが物理

的、能力的にも難しい場合が多々あります。そういう子どもの意見も吸

い上げていただけるのだろうとは思いますが、例えば子ども発達センタ

ー・特別支援学校・特別支援学級などに通っている児の保護者が子ども

の思いを一番よく分かっていますので、保護者にヒアリングをしていた

だきたいと思いますが、いかがでしょうか。 
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児童青少年課

長 

 児童青少年課長、髙倉です。ありがとうございます。 

 今該当箇所をご紹介いただいたところかと思います。そこに関わら

ず、今回の子どもの居場所づくり基本方針の理念の中では、子どもの居

場所づくりを行うに当たっては、子ども意見を聴きながら反映していき

ますというのをうたっているところでございまして、今後、居場所の充

実を図っていくに当たっては、しっかり子どもの意見や思いをどう聴い

ていくかというのを全庁的に、もう一度考えなければいけないと思って

おるところです。 

 そういった中では当然言葉で表現ができる子だけではなくて、今おっ

しゃっていただいたような障害のあるお子さんについては言葉では言

えないけれども、表情やもしくは保護者からの聞き取りといったところ

でしっかり子どもの意見を吸い上げていくのが大事だと思っておりま

すので、その効果的なやり方を含め、今後しっかり検討していくことが

必要だろうと思っているところです。 

 この子どもの居場所づくり基本方針をつくるにあたっては、まさに子

どもの意見をしっかり聴きながらやらせていただいておりまして、子ど

もアンケートでは 9,500 人の子どもに無作為抽出で送っていますし、子

どもヒアリングという取組では、放課後等デイサービスに児童館で働い

ている児童指導の職員がお邪魔をして、お子さんの表情や身振り手振り

からどういった居場所を欲しているかを聞き取りさせていただく取組

も行たところです。 

 そんなところも１つのヒントにさせていただきながら、今回この居場

所づくり基本方針を取りまとめさせていただきましたので、これを具体

化するに当たっても、しっかり子ども全般の声が聴けるように取り組ん

でいきたいという考えでございます。 

四童子委員  ありがとうございます。まさにその公園をどういう場にするかという

ところで、「私たちは滑り台に登れないのでユニバーサル遊具が欲しい

です」などといった声が障害児からはほとんど上がってまいりません

し、放課後デイサービスでもヒアリングをしていただいたということで

すが、あまり出てこないと思います。ぜひ障害児の保護者にヒアリング

をしていただけたらと思います。 

 続きまして、先ほど髙倉課長から子どもの居場所づくり、今後の取組

の方向性ということで冊子を使いながら非常に詳しい説明をしていた

だきました。ありがとうございました。 

 こちらに関しても言えることですが、全ての子どもが対象となってく

るかと思いますので、あらゆる障害児が使える施設にしていただきたい

という思いがあります。これに関しては今すぐできることと、今すぐに

はできないことがあると思います。施設を大きく建て替える際でない

と、物理的にちょっと難しいということもあろうかと思いますが、ぜひ

取り残さずにそういう子どものことも意識しながら検討を進めていた

だければというお願いでございます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

児童青少年課

長 

 児童青少年課長です。ありがとうございます。 

 この基本方針では児童館、これまでの考え方を見直して、しっかり残

していくということにしてございます。 

 単に残すだけでなく、機能強化をしていくというところをうたってお

りまして、ユニバーサルデザインですとか、そういったところをしっか

りやっていく必要があると思っておるところです。 
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 なかなか建て替えや改修のタイミングでないとそういった配慮とい

うのは難しい面もございますが、しっかりそこに意を用いて今後取り組

んでいきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

大山会長 ありがとうございました。よろしいでしょうか。 

ほかの委員の方、いかがでしょうか。 

大野委員  杉小Ｐ協の運営委員で馬橋小学校ＰＴＡ会長の大野と申します。 

 先ほどの放課後居場所の件で全部の小学校にそういう居場所をつく

っていくということだったですけれども、先日この件に関して自校の校

長先生と話したりする機会があって、学校の施設を使うということで、

誰が責任を負うのか、誰がそれに対応するのかということがすごくネッ

クで、なかなか難しいのではないかということを言っていました。学校

の施設を使う以上、何か子どもの中でトラブルが起こったりとかした場

合、どうしても先生のほうが対応をすることになるのではないかという

ことで、今でも教職員がいっぱいいっぱいなのに、そこにこの放課後の

ことの対応が入ってくると、本当に立ちゆかなくなるかもしれないと言

っていました。学校にそういう放課後の居場所をつくるときはトラブル

にも対応できるような団体というか、そういう方たちに参入していただ

くことがすごく必要になるのではないかと話していたので、報告させて

いただきます。以上です。 

児童青少年課

長 

 ありがとうございました。 

 この放課後居場所事業ですけれども、小学校の中のスペースを学校教

育に支障のない範囲で活用させていただいて、子どもの居場所のための

拠点を設けて、そこで過ごしていただく。また、校庭や体育館を開放利

用団体やスポーツ少年団が使っていない時間帯といったところを調整

させていただきながら、その時間、子どもが体をダイナミックに動かし

て遊んでもらうといった事業でございます。 

 この事業をやるに当たって、責任の所在という意味では学校とは切り

離して、児童青少年課の事業として行いますので、そこで起こる事案に

ついては、しっかり子ども家庭部児童青少年課で対応していくといった

ところを大原則にしているところです。 

 ただ、そんな中でも学校の中での居場所ですので、確かにおっしゃっ

ていただいたように、これまでの間、場合によっては学校の先生に問合

せが行ってしまうというところがあって、そういったお叱りも頂いてお

るところです。そこはまだまだ工夫が必要だなと思っておりまして、し

っかり利用案内の中に担当部署の電話番号を載せるとか、保護者の方に

児童青少年課の事業だということを理解いただくというところは重ね

てやっていきたいと思っておるところです。 

 この事業をやるに当たっては、持続可能な形でやらなければいけない

と思っていまして、教員の負担が増えるようなことは働き方改革もござ

いますので、あってはならないことと思っております。まだまだブラッ

シュアップしながらではありますが、学校現場に負担が行かないような

形でしっかり今後も対応していきたいと思います。 

大野委員 ありがとうございます。 

大山会長  ほかはいかがでしょうか。 

小川委員  意見を言わせてください。報告事項（１）の杉並区総合計画・実行計画

等の一部修正について。資料３－１です。35 ページ「こども誰でも通園

制度」はとても画期的な取組だと思います。さすが杉並区だなという印象
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を受けました。ぜひこのような取組を続けていただきたいと思ったのが

１点目です。 

 ２点目も同じく資料３－１、47ページです。「多文化共生・国内外交流

の推進」と記載があります。 

 見てみると、国際友好都市や国内交流自治体と教育や文化、スポーツ等

を通じて触れ合いと書かれていて、国際化とか不確実性が高いＶＵＣＡ

（ブーカ）の時代と呼ばれている中で、こういった取組はすごくいい取組

だと思っております。来月 12日に杉並ロードレースという走る大会が予

定されていると思うのですけれども、そういったものにももっと外国の

方とか幅広い方に参加できてもらったらいいと思いました。私も申し込

みました。以上です。 
保育課長  私からは、「こども誰でも通園制度」について少しお話しさせていた

だきます。 

 資料で言いますと、杉並区子ども家庭計画素案の 92 ページに「こど

も誰でも通園制度」について少し説明をしているところでございます。 

 これは、杉並区独自の施策というよりは国が行っている施策でありま

して、令和７年度子ども・子育て支援法に基づく地域子育て支援事業と

して、まず制度化されるものでございます。また、令和８年度からは本

格実施という言い方をしていますが、新たな給付制度として全国で行わ

れるといったものでございます。杉並区は先行しまして、令和６年度か

ら試行を行っているところでございます。 

 ７月から保育室若杉で始めまして、10 月からは私立保育園等で 17 か

所、計 18 か所でこの試行事業を行っているところでございます。 

 そういった試行の中で出てきます様々な問題点ですとか、逆によい点

をブラッシュアップいたしまして今後の事業につなげていきたいと取

り組んでいるところでございます。 

 私からは以上です。 

子ども家庭部

管理課長 
 管理課長の浅川です。所管外ですけれども、交流の所管で以前担当して

おりましたのでご説明させていただきます。 
 委員おっしゃるとおり、区では国内外の交流自治体と様々な交流を行

っております。スポーツでいきますと、例えば区内の中学生選抜チームが

台湾との野球交流を毎年続けていたりですとか、それから中学生が海外

の交流自治体のオーストラリアのウィロビーを訪問したりとか、それか

らスポーツそのほかでいきますと、今月の８日だったのですけれども、中

学生の対抗駅伝を毎年行っておりまして、ここには区内中学校の生徒の

ほかにいわゆるオープン参加なのですが、南相馬からも生徒が来て一緒

に走ったりしております。 
 このような形で大人も含めてなのですが、いろいろなところで交流を

行っておりますので、こういった計画に基づきまして私ども今後も発展

を続けてまいりたいと考えております。 
 ちなみに私も来月のロードレースに申し込んでおります。よろしくお

願いいたします。 
大山会長  小川委員、よろしいでしょうか。 

 では、お願いします。 

高田委員  本日の資料５－１の別紙１の中で、最初の居場所づくりの今後の取組

の方向性についてご説明いただいたかと思いますが、この中の（３）「個

別のニーズに応じた居場所づくり」の「不登校の状態にある子どもを対象

とした居場所」というところで、居場所づくりに取り組んでいます、と既
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に着手しているものがあるような記載になっているかと思います。 

 資料３－１の 39ページに修正案として、今の時点でどのように進めて

いくかという記載が同様にあるかと思うのですが、例えば、別紙１のほう

で「バーチャル・ラーニング・プラットフォームを活用したオンラインの

居場所の充実」と記載がありますが、これは具体的にどのようなものなの

かをお伺いしたいと思っております。例えば今小学校ですと、タブレット

が全生徒に配付していて、コロナの間であったりとかは割と登校できな

い、コロナにかかってしまって登校できない子がＺｏｏｍで参加するみ

たいな動きが出ているのは理解しているのですが、同様の動きが不登校

の子にも提供されているかということをお伺いしたいと思っておりま

す。それが単純なＺｏｏｍで教室をつなげるだけなのか、バーチャル・ラ

ーニング・プラットフォームという特別なプラットフォームをつくって

いるのかを伺いたいというのがまず１点です。 

 もう１点、「校内別室指導支援事業の継続実施」と別紙に記載がござい

ます。39 ページにも実施と明確に記載があるのですが、小学校によって

は教室の数などが足りないなどの問題も起きているかと思っておりま

す。別室での指導支援というのが本当に全学校で対応していますとここ

にも記載があると思うのですけれども、できているのかとか、不登校のお

子さんにちゃんとそれが提案されているかという現実のところをお伺い

したいと思っております。 

児童青少年課

長 
 ご質問にあった分野が、教育委員会事務局で対応している分野でござ

いまして、本日は大変申し訳ないですが、区側に教育委員会事務局の職

員がおりませんので詳細をお答えするのは難しい状況ではありますが、

分かっている範囲でお伝えさせていただきます。 

 まず、バーチャル・ラーニング・プラットフォームでございます。こ

れは学校になかなか足が向かないお子さんが行かれる「さざんかステッ

プアップ教室」という学校とは別のところにある、そういった不登校に

なりがちな子向けの教室があるのですけれども、そちらに参加いただい

ている方を対象に行っているオンライン上の仮想空間を活用した新た

な居場所や学びの場ということで運用していると聞いておるところで

す。これは東京都が進めている取組に試行的に区が今乗らせていただい

て対応しているものと聞いております。 

 今現在はその「さざんかステップアップ教室」への参加が断続的にな

っているような児童生徒を対象にしておるのですが、こういった仮想空

間上の居場所もどんどん対象を広げていくことを今後考えていくと聞

いておるところです。 

 もう１つは区立小中学校内での校内別室指導支援事業というもので

す。今これは校内に教室以外の別の空間というものを設けて、なかなか

教室に足が向かないお子さんが居られるような場所を提供している事

業で、これは全区立小中学校で実施していると聞いておるところです。 

 ただ、先ほど申し上げたように、小学校や中学校によっては、子ども

の数が増えていて、十分なスペースを取れない場所があると聞いておる

ところです。そういった場所では、１室というよりスペースで区切って

今は対応していると聞いておりまして、そのスペースをどう広げていく

のかというところは課題になるものと聞いております。今頂いたご意見

は教育分野に伝えまして、また対応を考えていきたいと思います。 

高田委員  ありがとうございます。ちょっと斜めの質問だなとは思っていたので

すが、あまり本件について今まで伺っていなかったのと、不登校が小学校
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とかで増えていて、割と身近に聞く話題で、担任の先生に負荷が寄ってし

まっているという状況や多分ご家庭も大変な状況にあるのかなと思いま

す。こういう新しい取組ができ、選択肢が増えるというのはすごくいいな

と思いましたので、実現に向けてぜひ意見を届けていただければと思っ

ております。 
私からは以上です。ありがとうございました。 

児童青少年課

長 
 今、不登校の数が増えていることでご指摘がありましたけれども、子ど

もの居場所づくり基本方針をつくる中で、不登校の状態というのも見さ

せていただいているところです。 

 実際、紹介させていただくと、区立小・中学校の不登校者数、平成 26

年度は 235 人だったのが、令和５年度は 1,105 人となっておりまして、

４倍から５倍という形になっており、非常に顕在化しておるという状況

でございます。 

 こういった不登校や学校になかなかなじめないお子さんというところ

で考えますと、これまで児童館という第三の居場所を廃止して、学校の中

に居場所を置くという取組をこれまでやっていたのですけれども、学校

の中の居場所も居場所で非常にそこを居心地よく感じてくれるお子さん

はいるのですけれども、一方で学校になじめないお子さんは学校の中だ

となかなか足が向かないというところがありました。そういったお子さ

んにとっては、学校外の第三の居場所が必要だろうというところもござ

いまして、そこも１つの状況として捉えて、児童館というものが必要だろ

うと今回考えを示させていただいているところです。 

 そういう意味では不登校のお子さんの居場所の選択肢の１つとして、

しっかり児童館をチョイスしていただけるように今後も運営を行ってい

きたいと考えております。 

 補足的なご説明でした。 
高田委員  ありがとうございます。よろしくお願いします。 

大山会長  ありがとうございました。ほかの委員の皆様はいかがでしょうか。 
 お願いします。 

宮内委員  同じく資料５－１の別紙１の「中・高生の居場所」です。不勉強で、

中・高生向けの児童館というのはどういう施設なのかというのは、ちょ

っと分からないなというところと、逆に楽しみですし、中・高生の意見

を聞きながらということなので、しっかりと使われる施設ができればい

いなと思っています。私も娘が３人いまして、直近では北九州でああい

う事件が起きて、すごく不安です。８時ぐらいですか。あそこで自習を

やっていこうと、中学生からしたら普通の日常の中で、ああいう事件に

なるみたいなことがあって。 

 そういった夜とかに勉強できる施設、それで中学生の心身の安全が担

保できるような施設ができると、親としては安全・安心だと思うので、

そういった施設をご検討いただければいいかなと思います。中・高生以

外の保護者の意見もぜひ聞いていただきながらすばらしい施設ができ

ればいいと思いました。 

児童青少年課

長 
 ありがとうございます。今回子どもの居場所づくり基本方針をつくる

ときに、子どもアンケートやヒアリング、子どもワークショップという形

で子どもの意見を聞いてきたところです。その中では思っている以上に

出た意見というのが、「あなたにとって居場所はどこですか」と聞いたら、

「勉強ができるところ」と答える子どもが思った以上にいました。 
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 中学生から多くなってくるかなと思ったのですけれども、小学生の中

にも自習ができる居場所が欲しいという声が非常に多かったというのは

今回やっている中で意外だった点としてお伝えできるかなと思います。 
 あともう１つ多かったのは、ボール遊びができる場所。思いっきり体を

動かせる場所を欲している子どもの声というのが非常に目立っていたな

と思っているところです。 

 この中・高生機能優先館につきましては児童館を活用しながら、例えば

今、児童館は 18時で閉まるのですけれども、中高生がいたい時間とのミ

スマッチがあったので、例えばそれを 20時や 21時に延長したりだとか、

児童館の諸室を中高生のニーズに合わせて、例えば自習室をつくるだと

か、ダンス練習ができる鏡張りの部屋を設けるとか、そういったことにな

ろうかなと思っておるのですけれども、そういったニーズも含めて今後

その中・高生機能優先館にする児童館の周りの中高生に参加いただいて、

中・高生の意見を聞きながら、どんな機能を持たせるのかを考えていきた

いと思っています。 
 もう１つ、今回「勉強ができる場所が欲しい」という声が多かったとこ

ろもあって、今ご覧いただいた資料５－１、別紙１をご覧いただければと

思いますけれども、右上の「公園等の一般区民施設を活用した子どもの居

場所の充実」では、様々なメニューを用意しているところです。 
 例えば、図書館の中では自習スペースの拡充ですとか、あとは図書館の

中には多目的ホールというのを一部時間開放して、子ども向け無料開放

していくといったものも自習の場になるのかなと思っておるところで

す。 
 また「集会施設」という項目の中では、今、集会施設の中には例えばラ

ウンジという共用スペースがあるのですけれども、こちらにＷｉ－Ｆｉ

環境を整備したりということで、そこでも自習ができるようにしたり、あ

とは集会施設の中に、なかなか利用率が高くない部屋がありまして、そう

いった部屋を一定の時間、子どもの自習環境として無料開放していくよ

うな試行実施も来年度から始めることを考えているところです。 
 このような形で、どれだけのニーズがあるかは未知数なのですが、自習

できる部屋を試行的に増やしながら、どう応えていけるかをしっかり対

応していきたいと思っております。 
宮内委員 ありがとうございます。 

大山会長  よろしいでしょうか。ありがとうございました。 
 では、ほかの委員の方、いかがでしょうか。 

佐藤委員  今の居場所のところで図書館の部分、うちから近いところは高円寺の

図書館なのですけれども、自習というか、座れるスペースが少ないので、

どうしても子どもというよりかは先に来ている大人の方々がすごく多い

なという印象なので、そうやって場所が増えていくといいなと思いまし

た。 
１点、さっきタブレットのお話があったので思い出したところをお伝

えできればと思うのですけれども、今、娘が小学１年生でタブレットを学

校でも導入していると思うのですけれども、たびたび聞くのが、タブレッ

トがうまく開けなくてとか。充電ができていなかったのか分からないで

すけれども、その授業の時間帯に自分は使えなかったという話を何回か

聞いたことがあるのです。なので、それが故障だったのか充電ができてい

なかったのか分からないのですけれども、その場合の対応が結局、友だち
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のものを見せてもらうみたいな感じになってしまって、自分が操作でき

ないみたいなところがあるので、その辺りのサポートというか、何か対応

があるといいなと思いました。 
先日公開授業に行ったときも、小学校１年生なので、なかなか自分で開

けないとか「これどうなっているの」みたいになっていて、先生方は担任

の先生とサブの先生で、フォローするのが大分大変そうで、保護者の方々

も一緒になってやっていたところがあるのですけれども、その辺りの運

用面はどうなっているのかを伺いしたいと思いました。 
児童青少年課

長 
 これも教育分野の対応になっていまして、お答えが難しいのですが、確

かにタブレットを１人１台配付し対応しておるのですが、課題として、故

障がすごく多いというところは聞いておるところです。 
それに対応できるように、できるだけ予備に余裕を持たせる対応を考

えているというのを聞いたことがあるので、今のご意見は責任を持って

教育部門にお伝えさせていただきます。 
佐藤委員  よろしくお願いします。ありがとうございます。 

大山会長  ほかの委員の皆様はいかがでしょうか。 

中村委員  杉母連の中村です。よろしくお願いいたします。 

 私は居場所づくりのところの放課後等居場所事業と、学童クラブのお

やつのところがちょっと疑問があるかなと思いました。 

 令和９年度には放課後居場所のところもおやつを提供されると書い

てありますし、あと、どの資料だったかはあれなのですけれども、令和

９年度ぐらいまでには学童クラブのおやつの代金も公会計で出される

と伺いました。一括購入のところも出てきていたと思うのですけれど

も、普通のお子さんはそれでいいのではないかなと思うのですけれど

も、今はアレルギーのお子さんとかがすごく多かったりしますので、そ

ういうところの対応とかはどうするのかなと。 

 あと、放課後居場所のおやつというのも公会計にされるのか、それと

もおやつ代を集めるようなことになるのかというところはちょっと疑

問があるなと思いました。 

児童青年課長  ありがとうございます。まず、学童クラブのおやつですけれども、ア

レルギー対応はしっかりやる形で対応しておるところです。学童クラブ

にお入りいただくときにアレルギーがある方は申告いただいて、それに

配慮した上で、例えばその子のお皿を変えるだとか見える化をする形で

対応しておりますので、学童クラブでは現状しっかりそこは対応させて

いただいているかと思っております。 

 もう１つ、委員からおっしゃっていただいた、放課後等居場所事業は、

この後の小学校全 40 校の中に入れていくのですけれども、それを全校

に拡充する令和９年度のタイミングで、さらにおやつを提供するような

充実をしたいと思っているところです。 

 １つはこの間学童クラブの待機児童対策として、児童館内学童クラブ

の拡充や学校内に整備する形で、平成 26 年度以降でいうと 2,000 人を

超える枠を広げて対応しておったのですけれども、残念ながら量の拡大

がなかなか追いついていないところです。学童クラブは量的拡大だけで

はなく、それ以外の受け皿も整備しなければいけないと思っておりま

す。 

 放課後等居場所事業が学校内にできますと、まず、安全・安心な居場

所になるというところがあります。それにプラスアルファ、先ほど学童
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クラブ整備担当課長からもご紹介しましたが、この 12 月には学校内の

居場所に入退室管理システムを入れて、そこに行った子がピッと端末に

カードをかざせば行った時間が保護者に通知が行くと。帰るときもまた

ピッとしていただければ、退室した時間が行くというところで、学童ク

ラブでは職員が帰る時間を管理しますけれども、放課後居場所でもその

時間が分かれば保護者の安心につながるだろうというところです。 

 もう１つは、学童クラブはおやつが出ているというところで、放課後

居場所という自由な居場所で遊んでいると、少しお腹が減ってしまうよ

うな状況があると聞いているので、そちらでおやつを提供させていただ

くということで、学校の中で安全・安心にしっかり子どもが補食を取り

ながら過ごせる環境をつくっていくことで学童クラブの対象もしっか

り見直して、そこも量的整備に間に合うようなところができるだろうと

思っておって、放課後等居場所事業でもおやつを提供できないかという

のを考えていきたいと思っているところです。 

 このおやつの提供の仕方はまたまだスキームが詰め切れていないの

で、料金を取って準備をさせていただくか、どなたも食べていただける

ように準備をするのか。そこは対応がいろいろあると思いますので、ア

レルギーの観点も踏まえながら今後考えていきたいと思っております。 

中村委員  追加です。放課後等居場所でもデジタル化でピッとやるあれなのです

けれども、私、昨日東田小学校に放課後等居場所で行ったのですけれど

も、エラーすごく出てしまって、とてもとても大変だというのをスタッ

フの方から伺いました。始まったばかりというのもあるのですけれど

も、半月はたちましたし、昨日そんな話をたまたま伺い、スタッフの方

も困っていらっしゃるようなところがありましたので、ぜひご一考願え

たらと思います。 

児童青少年課

長 
 ありがとうございます。現場の実態を教えていただいて助かります。 

 入退室管理システムはこの 12 月 16 日から運用を開始しておりまし

て、まだ走り出しの時期で少しそういった不具合があるところは随時対

応しながらよりよくブラッシュアップするようにはしておりますので、

しっかり対応していきたいと思います。 

大山会長  いかがでしょうか、ほかの委員の方。 

四童子委員  今の髙倉課長のお話で、学童のおやつを杉並区が負担する可能性があ

るということでしょうか。 

児童青少年課

長 
 先ほど申し上げたのは、放課後等居場所事業でのおやつの提供という

ことです。学童クラブについては、今も既におやつを提供しておりしま

て、おやつ代として月額当たり今は 1,800 円いただいております。この

やり方は今後変えるつもりは現時点ではございません。 

四童子委員  分かりました、ありがとうございます。 

大山会長  よろしいでしょうか。 

狩野委員  先ほどお話に出た不登校のお子さんの校内別室指導支援事業という

ものなのですけれども、これは別室登校と呼ばれているものと同一でし

ょうか。 

児童青少年課

長 
 大変申し訳ないのですが、教育のほうでないと、なかなか責任を持っ

たお答えが難しい面がありますが、ご質問の意図は、校内別室指導支援

事業は、教育の過程としてしっかり認められるような場所なのかを確認

されたいということでよろしいでしょうか。 

狩野委員  私は別室登校という名前で今把握しているのですけれども、馬橋小学
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校と高円寺学園の授業をお手伝いしていて、ボランテイアの人がお部屋

で見守りをし、子どもさんたちが来るものです。もし、それがこれに該当

しているなら、先ほど管轄ではないとおっしゃっていたので要望とかは

ここでは違うのかなと思ったのですが、私が知っている範囲では高円寺

学園と馬橋小学校ではかなり成功を収めています。馬橋小は 10月に始ま

ったばかりなので、１週間に２こま、水曜日と金曜日の午前中だけで、参

加者も面接をして、保護者の同意を得て登録してというやり方のため、人

数も少ないのですけれども、高円寺学園でも１年生のときから１回も学

校に来られなかったお子さんがすごい頻度で来てくださっていて、週に

１回とか２回とか。「さざんかステップアップ教室」は、ちゃんとみんな

と勉強したい、きちんと座っていられるという子でないと行けない感じ

なので、かなりハードルが高いと思うのです。 

 区がどの程度こういった事業に関わっているのかは分からないのです

けれども、高円寺学園も７月ぐらいだったか、まだ始まったばかりなの

で、もうちょっと定着してからでないとどうにもならないと思うのです

が、学校支援本部の人とか素人が詰めているので、皆さんすごい悩むとこ

ろも多くて。 

 そういう素人の人たちが参加して、安心して運営していけるように、教

育に関するプロの方がアドバイザーのようにやったことを見守ってくだ

さるとか、そういう形でよりよい形にしていただければ。 

子どもたちはずっと今は遊んでいるだけなのです。そうすると、飽きて

しまったり、不安になったり、勉強したいと思っても自分からは言い出せ

なかったりするので、ある程度軌道に乗ってきたらペースをつくってい

けるような仕組みがあるといいなと思いました。全然関係ない意見だっ

たら、すみません。 

児童青少年課

長 
 ありがとうございます。この校内別室指導というものは、今おっしゃっ

ていただいたようにボランティアの方の力を借りて学校内の一定のスペ

ースで実施していると聞いておるので、恐らくイコールのものだと認識

しておるところです。 

 先ほど東京都の事業と申し上げたのは、バーチャル・ラーニング・プラ

ットフォームの仕組みが東京都でやっているものということでしたの

で、今の校内別室指導は杉並区の教育委員会事務局が行っている取組で

すので、今頂いたご意見は、教育の対応の部署に伝えさせていただければ

と思います。 

大山会長  よろしいでしょうか。ほかの委員の方、いかがでしょうか。 
 なかなか今日はタイトなお願いをしたので、本当はもっと言いたいと

いう方もいらっしゃると思いますので、どうぞ遠慮なく。２回目とか３回

目の方でも、ここで言いたいということがあれば挙手で言っていただけ

ればと思うのですが、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 
 それでは、議題３については了承といたします。 

 議事については以上となります。 

 事務局からそのほか連絡事項があればお願いいたします。 

子ども政策担

当課長 
 そうしましたら、私からは２点ございます。 
 次回の日程について、まず１点目でございますが、２月下旬から３月の

間を予定してございます。日程につきましては、後日改めて委員の皆様に

日程を確認させていただきますので、年度末のお忙しい時期となります

が、どうぞよろしくお願いいたします。 
 もう１点、総合計画・実行計画の一部修正について、それから子どもの
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居場所づくり基本方針案についてのパブリックコメントについては、先

ほどのご報告の中でも申し上げているところでございますけれども、１

月６日までの期間となってございます。 
 本日、総合計画・実行計画に関しましては、子どもの分野のことを中心

にお話をしておりますけれども、そのほかの部分についても意見等ござ

いましたら、ぜひパブリックコメントでお伝えいただければと思います。 
 また、参考資料の最後、こちらのクリップ留めの３枚目のものです。保

健福祉計画の中の健康医療分野の計画であります「杉並区健康医療計画

の改定（案）に関する区民等の意見提出ついて」ということで、こちらも

同じく１月６日までパブリックコメントをやってございます。こちらに

ついては概要版をおつけしているだけで、説明はございませんが、お目通

しいただいて、もしご意見がありましたら、パブリックコメントにお寄せ

いただければと思います。 
 最後に、先ほど小川委員からもお話ありましたけれども、なかなか本日

意見を十分に言う時間等を持てないというところがあったかと思いま

す。パブリックコメントでご意見を寄せられる部分については、そちらで

お願いできればと思いますけれども、本日お示ししました、子ども家庭計

画の素案につきまして十分に意見が言えなかったということがございま

したら、こちらも同じく１月６日までということで、これはメール等で子

ども政策担当にお寄せいただければと思いますので、どうぞよろしくお

願いいたします。 
 私からは以上でございます。 

大山会長  皆様、お疲れさまでした。円滑な進行にご協力いただき、感謝申し上げ

ます。 
それでは、これをもちまして、第３回子ども・子育て会議を終了いたし

ます。ありがとうございました。 

 


